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千葉東間税会会費規定

（目的）

第１条 この規定は、千葉東間税会（以下、本会）の規約第10条に基づき、
本会の会費について定めるものである。

（種別）

第２条 会費は次の金額とする。

（１）法人会員

・資本金300万円未満　年額3,600円
　資本金300万円以上1,000万円未満　年額5,000円
　資本金1,000万円以上2,000万円未満　年額6,000円
　資本金2,000万円以上3,000万円未満　年額7,000円
　資本金3,000万円以上5,000万円未満　年額10,000円
　資本金5,000万円以上1億円未満　年額20,000円
　資本金1億円以上　年額30,000円
・千葉東税務署管内に本社を有しない支社・支店等　年額3,600円
・同一経営者が複数経営する場合の基幹法人以外の法人　年額3,000
円

（２）個人会員（個人または個人事業主等の個人企業）　年額3,600
円

（３）準会員　1人あたり年額1,000円
（４）その他（公益法人・任意団体等）　年額3,600円

２ 年度の途中で入会した会員については、当該年度の会費はなしとす
る。

（納入時期）

第３条 会費は、当該年度の5月25日までに納入するものとする。
（特別聴取）

第４条 本会は、事業の実施に係わる経費の支弁のために、常任理事会の議
決を経て、臨時に会費を徴収することができる。

（納入方法）

第５条 会費の納入は、本会が指定した銀行口座へ（準会員が所属する場合
は、会費を含める）振込にて支払うものとする。その場合、振込票
をもって本会の領収証とする。また、本会事務局に持参して支払う
こともできるとする。

（手数料）

第６条 会費の納入に際して初回必要な送金手数料を会員が負担するものと
する。但し、次年度の口座振替手数料は、本会にて負担する。

附則

１ この規定は、平成元年４月２７日から実施する。

２ 第2条（種別）に準会員の条文を追加。平成27年5月11日通常総会に
おいて改正し、同日より実施する。


